
 

まつど SDGs キャラバンメンバーシップ制度実施要綱 

 

（目的） 

第 1条 本要綱は SDGs の達成に向けた取組みを地域一体となって推進するため、SDGs の推進に取

り組む企業（事業所）及び団体等を「まつど SDGs キャラバンメンバーシップ制度登録者」（以下「登録

者」という。）」として登録することで、その取組みを広く周知し、市内における SDGs の取組みの裾野

を広げるとともに、市及び登録者等における産学官民連携及び協働を促進し、SDGs の達成や地域

課題の解決に向けた取組みの推進を図ることを目的とする。 

 

（定義） 

第２条 本要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

（１）市内活動法人等 市内において活動を行う市内外の企業（事業所）、法人、団体及び事業を行う

個人をいう。 

（２）申込者 まつど SDGs キャラバンメンバーシップ制度に参画しようとする市内活動法人等をいう。 

（３）SDGs ２０１５年９月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための２０３０アジェンダ」に 

記載された国際目標（持続可能な開発目標：Sustainable Development Goals）をいう。 

（４）まつどＳＤＧs キャラバンメンバーシップ宣言 SDGｓの達成に向けて今後取り組むこと等を表 

した宣言をいう。 

（5）まつどSDGｓ note pro 市が note 株式会社から取得したアカウントを用いて、SDGs に関す

る情報をインターネットで発信しているサービスをいう。 

 

（登録要件） 

第３条 本制度の登録者は、次の各号のすべてに該当するものとする。 

（１）SDGｓの達成に向けた取組みを継続・拡大していく意欲があること。 

（２）SDGｓの達成に資する自らの取組みの紹介及び市の「まつどＳＤＧｓ note pro」公式アカウント 

を通じた情報提供に協力し、産学官民の様々なステークホルダーと交流・連携を行う意欲があるこ

と。 

（３）法令等を遵守しており、かつ、過去に重大な法令等の違反がないこと。 

（４）申込者の役員等（事業を行う個人においてはその本人等）が松戸市暴力団排除条例（平成 24

年松戸市条例第２号）第２条各号に規定する暴力団、暴力団員、暴力団員等ではなく、暴力団員

等と社会的に非難されるべき関係を有していないこと。 

 

（申請） 

第４条 申込者は「まつど SDGs キャラバンメンバーシップ宣言申請書（第１号様式）」、「登録要件の確

認と同意（第１号様式（別紙））」、及び「まつど SDGs キャラバンメンバーシップ宣言書（第２号様式）」

に必要事項を記入の上、市長に提出するものとする。ただし、ちば SDGｓパートナー登録制度（以下

「ちば登録制度」という。）における登録企業等である申込者については、ちば登録制度申請時に千葉

県知事に提出した「SDGｓ達成に向けた宣言書」の写しをもって、第２号様式に代えることができるも

のとするものとする。 



 

 

（登録） 

第５条 市長は、前条の申請が第３条の登録要件を満たすものと認めるときは、当該申請をした申込者

を認定し、登録証を交付する。 

2 市長は、前条の申請が登録要件を満たさない場合、申込者に対しその理由の提示とともに申請の

取下げを要請するものとし、指定した期日までに申込者が取下げの意思を表明しなかった場合、申

請は却下するものとする。 

 

（登録の有効期間及び更新） 

第６条 前条の登録の有効期間は、認定日が属する年度の翌年度末日までとする。 

２ 登録者が登録の更新を受けようとする場合は、当該有効期間の満了日（以下、「満了日」という。）の

１０営業日前までに第４条に規定する書類を市に提出し、更新申請を行うものとする。ただし、更新前

と変更がない場合は第２号様式を省略することができる。 

３ 登録者が登録の更新を受けようとする場合に、前項に定める手続きが行われなかったときは、従前

の登録は、満了日をもって効力を失う。ただし、登録の更新を受けようとする場合において、市長がや

むを得ない事由があると認める場合においては、満了日の翌月末まで更新申請ができるものとする。

なお、更新申請が第３条の登録要件を満たすものと認めるときは、第５条の登録に順ずる。 

４ 更新申請に基づき登録が更新されたときは、その登録の有効期限は従前の満了日の翌日から起算

して２年間とする。 

 

 （市の役割） 

第７条 市長は、第５条の登録を行ったときは、登録者名、宣言内容、登録者のホームページ URL（原
則、特定の商品・サービス等の宣伝のみを目的としたものを除く）等を市ホームページ等におい

て公表するとともに、登録者に対し、別記に定めるまつど SDGs ロゴマーク（以下「ロゴマーク」とい

う。）の使用を認めるものとする。 

２ 市長は、登録者に対し、SDGs に関する情報提供や取組みの支援を行い、登録者による SDGs の

達成に向けた取組み及び産学官民連携を後押しする。 

 

（登録者の協力） 

第８条 本制度の登録者は宣言に係る取組みについて自らのホームページ等において公表するよう努

めるものとする。 

２ 登録者は様々なステークホルダーと連携を図り、SDGs の達成や地域課題の解決に向けて取り組

むとともに、登録の更新を受けようとする際には、宣言及び取組み内容の見直しに努めるものとする。 

 

（登録内容の変更） 

第９条 登録者は、市長に提出した第１号様式及び第２号様式の主たる内容に変更が生じるときは、速や

かにまつど SDGs キャラバンメンバーシップ宣言内容変更申請書（第３号様式）及び必要な書類を市

長へ提出し、常に最新情報になるよう努めるものとする。 

 ２ 登録者は、変更申請の内容が登録企業・団体等の名称の変更に伴うものである場合、第５条に規



 

定する登録証を返還するものとする。 

 ３ 市長は、前項による登録証の返還を受け、第１項の変更申請が適正と認めるときは、登録証を再交

付するものとする。 

 

（宣言の取下げ） 

第１０条 登録者は、宣言を取下げるときは、まつど SDGs キャラバンメンバーシップ宣言取下げ届出書

（第４号様式）を市長に提出するとともに、登録証を返還するものとする。 

 

（登録の取消し） 

第１１条 市長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消し、登録証を返還させ

るとともに、ロゴマークの使用を中止させることができる。 

（１）提出書類に虚偽の記載その他不正の行為があったことが判明した場合 

（２）第３条各号のいずれかに該当しなくなったとき 

（３）市内活動法人等の SDGｓの達成に向けた取組みについて実態がないことが判明した場合 

（４）前各号に掲げるもののほか、市長が登録者として適当でないと認めたとき 

２ 市長は、前項の規定により登録を取り消したときは、元登録者に対しその旨を通知する。 

３ 市長は、第１項の規定により登録を取り消された登録者に損害が生じても、その責めを負わない。 

４ 第１項の規定により登録を取り消された登録者は、第１項各号に該当しないこととなったときは、第４

条の規定による認定の申請を行うことができるものとする。 

 

（まつど SDGｓロゴマークの使用） 

第１２条 第７条で規定する登録者によるロゴマークの使用については、SDGｓを普及・啓発する目的や、

登録者のＳＤＧｓに関する活動を広く広報する目的の場合に、市への申請を必要とせずに使用できる

ものとする。なお、使用の際はまつど SDＧｓロゴマーク使用取扱要綱（令和５年４月３日施行）第６条

に規定する事項を遵守すること。 

 

（補則） 

第１３条 本要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

 

附 則 

本要綱は、令和５年８月１日から施行する。 

本要綱は、令和７年１月３１日から施行する。 

 

 

 

  



 

別記   まつど SDGs ロゴマーク 

          

１ 認定番号版                      ２ 文字なし版 

 

 

３ 未来都市版  

 

  



 

第１号様式 
 
（あて先）松戸市長 

 

まつど SDGs キャラバンメンバーシップ宣言申請書 
    年  月  日 

 

まつど SDGs キャラバンメンバーシップ制度実施要綱第４条（第６条）の規定により、下記及び別紙の

とおり申請します。 
 

記 
 

【申込者の情報】 （☐の欄には該当する項目に☑を入れてください） 

登録の種類 ☐新規           ☐更新（認定番号：          ） 

（フリガナ）  

企業（事業所）・団体等名称  

代表者役職・氏名  

所在地 

市内事業所 
〒 

主たる事業所 

主たる事業所（本社等）が他にある場合に記載してください 

〒 

 

市内における活動 

（市内に事業所がない団体のみ） 

市内における活動内容を記載してください 

 

業種（企業のみ）※1  

法人番号（設立登記法人のみ）  

ホームページ URL（任意）※2 
 

【☐ 市ホームページへの URL 掲載を希望しない】 

ちば SDGs パートナー 

登録制度について 

☐ 登録あり (登録番号：             )   

☐ 登録なし 

担当者 

部署・氏名  

電話番号  

メールアドレス  

※１ 建設業、製造業、飲食サービス業等、総務省 「日本標準産業分類」の大項目を参考に主な業種を記載してください 

※２ 市ホームページ上で登録者名に紐づけてリンク可能な URL（原則、特定の商品・サービス等の宣伝のみを目的

としたものを除く）を記載してください 

 



 

第１号様式（別紙） 【登録要件の確認と同意】 
 

 

確認の後、☑を入れてください 

 

 

☐まつど SDGs キャラバンメンバーシップ制度実施要綱第３条各号に掲げる要件を満たす

ほか、申請書（第１号様式）及び宣言書（第２号様式）の記載内容に相違ありません。 

 

☐宣言書（第２号様式）について、市のホームページで掲載することに同意します。 

 

 

                                           年    月    日 

 

                          企業・団体等名称 

 

                          代表者役職・氏名  

 

 

 
（参考）まつど SDGs キャラバンメンバーシップ制度実施要綱 抜粋 

第３条 本制度の登録者は、次の各号のすべてに該当するものとする。 

（１）SDGｓの達成に向けた取組みを継続・拡大していく意欲があること。 

（２）SDGｓの達成に資する自らの取組みの紹介及び市の「まつどＳＤＧｓ note pro」公式アカウント 

を通じた情報提供に協力し、産学官民の様々なステークホルダーと交流・連携を行う意欲があるこ

と。 

（３）法令等を遵守しており、かつ、過去に重大な法令等の違反がないこと。 

（４）申込者の役員等（事業を行う個人においてはその本人等）が松戸市暴力団排除条例（平成 24

年松戸市条例第２号）第２条各号に規定する暴力団、暴力団員、暴力団員等ではなく、暴力団員等

と社会的に非難されるべき関係を有していないこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

第２号様式 

まつど SDGs キャラバンメンバーシップ宣言書 

 

         年  月  日 

企業・団体等名称 

代表者役職・氏名 

 

SDGs 達成に向けて、以下のとおり取り組むことを宣言します。 

 

１  SDGs 達成に向けて、現在取り組んでいること 

 

 

 

 

２ 今後の SDGs 達成に向けて、（１）目指す方向（方針）（２）具体的に取り組みたいこと 

（１）目指す方向（方針） 

 

 

 

（２）具体的に取り組みたいこと 

 

 

３ 取組を通じて目指したい SDGs のゴール（☑を入れてください。複数選択可） 

      

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

      

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

     

 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

  



 

第３号様式 
 
（あて先）松戸市長 
 

まつど SDGs キャラバンメンバーシップ宣言内容変更申請書 
     年  月  日 

 

企業・団体等名称 

代表者役職・氏名 

 

まつど SDGs キャラバンメンバーシップ制度実施要綱第９条の規定により、下記のとおり変更を申請

します。 

記 

 

変更する項目に☑をつけてください。変更しない項目の記入は不要です。 

項 目 変 更 前 変 更 後 

☐企業（事業所）・ 

団体等名称 

（フリガナ） 

 

（フリガナ） 

 

☐所在地 

 （市内事業所） 

〒 〒 

☐所在地 

 （主たる事業所） 

〒 〒 

☐代表者役職・氏名 
  

☐第２号様式（宣言

書）の内容変更 

 

 

 

※ 変更する宣言書を添付してくだ

さい 

※ ホームページ URL 及び担当者に係る項目（部署・氏名、メールアドレス、電話番号）については、 

軽微な変更のため、本様式による申請は不要です。まつど SDGs キャラバンメンバーシップ制度 

担当者（sdgs@city.matsudo.chiba.jp）まで変更内容についてご連絡ください。 

  



 

 

第 4 号様式 
 
（あて先）松戸市長 

 

 

まつど SDGs キャラバンメンバーシップ宣言取下げ届出書 

 

 

    年  月  日 

 

                              企業・団体等名称 

代表者役職・氏名 

 

 

 

 

まつど SDGs キャラバンメンバーシップ制度実施要綱第１０条の規定により、まつど SDGs キャラバン

メンバーシップ宣言の取下げについて届け出ます。 

 
 

 

 

※ 添付書類：交付済み登録証 

 


